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在宅療養における課題とニーズ把握のための研究 
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A. 研究目的 

在宅死後の病理解剖のニーズ、ならびに社

会的意義を明らかする。最終的には制度と

しての実装を目指す。 

  

B. 研究方法 

分担研究者の所属施設である埼玉県立小

児医療センターかかりつけであり、かつ在

宅でお看取り後に病理解剖を希望された症

例、あるいは当センターと受託契約を締結

された医療機関で在宅お看取り後に受託解

剖を希望された症例のうち、「在宅で終末

期をむかえた子どもの病理解剖に関する研

究」（埼玉県立小児医療センター倫理委員

会 管理番号：2022-05-003）の同意が得ら

れた症例を対象とする。実際の運用手順や

実施方法、臨床病理カンファレンスの実施

まで行い社会的ニーズ、問題点、実行可能

性を明らかにする。また、自由意思に基づ

くご遺族からのアンケート調査を実施す

る。 

（倫理面への配慮） 

本研究におけるご家族へのアンケート調

査は、あくまでご遺族の自由意志に基づき

研究要旨 

近年、成人領域のみならず、小児領域においても、小児がんをはじめとした

療養期の在宅移行が進み、終末期を在宅で過ごされ、在宅でお亡くなりにな

る症例が増加傾向である。在宅移行が進む中、在宅で子どもをお看取りされ

たご家族や本人が、生前あるいは死後に病理解剖を望まれる事例が存在して

いる。そこで、在宅死後の病理解剖のニーズを調べ、必要な支援や制度、不

足しているリソースを明らかにし、実行可能性を模索していくことが、本研

究の要旨である。 
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実施するものであり、研究への同意が得ら

れている場合であっても、アンケートへの

回答は任意とする。また、個人情報の取り扱

いに関しては、調査実施前に十分な説明を

行い、ご理解とご同意を得た上で対応する。

本研究は、「人を対象とする生命科学・医学

系研究に関する倫理指針」およびヘルシン

キ宣言を遵守し、研究対象者の人格的尊厳、

人権、ならびに個人情報の保護を最優先に

据えて実施する。 

 

C. 研究結果 

令和 3年 2月 26日、大隅班の研究員を中

心としたクローズドセミナーを開催した。

本セミナーでは、「子どもの在宅看取り後に

病理解剖を受ける選択肢をつくる」という

テーマを掲げ、在宅死後に病理解剖を希望

されるご家族の思いと、制度的・実務的な課

題を共有することを目的とした。 

第 1 部では、実際に在宅でお子さまを看

取られた後に病理解剖を希望された 2 組の

ご遺族から、録画によるインタビューを通

じて貴重なご意見を伺い、その心情や背景

を大隅班の班員と共有した。在宅看取り後

の病理解剖という選択に込められたご家族

の意思と、医学への貢献の思いに改めて理

解を深める機会となった。 

第 2 部では、埼玉県立小児医療センター

の中澤温子医師より「病理解剖の現状と展

望」について、また新渡戸記念中野総合病院

の内原俊記医師より、成人領域における在

宅死と病理解剖の実践について講演を受け、

現行制度や実務上の課題について意見交換

を行った。 

これらの議論を踏まえ、令和 3 年度には

埼玉県立小児医療センター内に中澤温子医

師ご協力の元、「在宅看取り後の病理解剖ワ

ーキンググループ（WG）」を立ち上げ、制

度実装に向けた協議を開始した。 

令和 4 年度には、同センター内で策定さ

れていた「病理解剖実施要項」を改訂し、外

部医療機関との受託契約に基づき病理解剖

の受け入れが可能となるよう体制を整備し

た。また、当センターより在宅移行した症例

については、訪問診療医およびご遺族の希

望がある場合に病理解剖を受け入れる体制

を正式に整えた。さらに、「在宅で終末期を

迎えた子どもの病理解剖に関する研究」に

ついて、同センター倫理委員会の承認を得

た（管理番号：2022-05-003）。 

令和 5年度には、制度の実運用を開始し、

あおぞら診療所との間で受託契約を締結し、

共同研究を開始した。加えて、在宅看取り後

のご遺体搬送を担う葬儀会社、病理解剖を

実施する病理医、ならびにセンター内の事

務担当者との間で事前打ち合わせを実施し、

搬送から解剖までの動線および実務手順の

確認を行った。 

令和 6 年には、在宅看取り後に病理解剖

を希望された症例が 1 例あり、実際に病理

解剖を実施した。現在、病理解剖の結果をも

とに、訪問診療医と連携して臨床病理カン

ファレンスを開催する予定である。 

本研究活動を通じて、在宅看取り後の病

理解剖という選択肢を具体化するための制

度的・実務的枠組みを構築する基盤を整え

つつある。今後は、事例の蓄積を通じて課題

の可視化と改善を図るとともに、全国的な

制度整備に資する知見の提供を目指す必要

がある。 

 

D. 考察 
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病理解剖は、死因の解明を通じて遺族お

よび医療従事者に対する医学的な最終的判

断を提供する行為である。これは、臨床所見

と病理所見の照合によって医療行為の妥当

性を検証し、医療者に対する教育的フィー

ドバックをもたらすという多面的な意義を

持つ。また、死因の明確化は、ご遺族の納得

と心理的ケア（グリーフケア）に寄与する側

面も大きい。 

近年、分子病理解剖（molecular autopsy）

や遺伝学的病理解剖（genetic autopsy）の技

術的進展により、病理解剖時に採取された

検体を用いた次世代シーケンサー（NGS）に

よる網羅的遺伝子解析が可能となっている。

これにより、小児脳幹部グリオーマなど、生

前に生検が困難であった症例においても、

病態解明や新規治療法の開発が現実的なも

のとなりつつある。 

しかしながら、現行の医療制度において

病理解剖は診療報酬の対象外であり、多く

の医療機関においては病院側の持ち出しに

よって実施されているのが実態である。た

とえば、新渡戸記念中野総合病院の報告で

は、病理解剖を希望する事例に対しても、財

政的制約からその希望に確実に応えられな

いことが課題として指摘されている。 

さらに、病理解剖の実施には、ご遺体の搬

送、時間的制約、遺体保全など、物理的・倫

理的なハードルが多数存在する。病理解剖

は、ご遺族および故人の「医学的貢献」への

意思に基づくものであり、医療者側にはそ

の意思に応える社会的・倫理的責務がある

と考えられる。その実現には、尊厳を保った

体制整備とともに、それを支える財源の確

保が不可欠である。 

在宅看取り後においても病理解剖を希望

する事例は存在しており、終末期医療の在

宅移行が進む中で、このようなニーズは今

後も増加する可能性が高い。しかし現状で

は、在宅での看取り後に病理解剖にアクセ

スするための制度的整備が不十分であり、

希望があっても実施に至らないケースが散

見される。 

日本病理学会は、「病理解剖は死因を正確

に把握し、治療の妥当性を検討するための、

医学的行為に準ずる重要な取り組みである」

と声明を出している。死因統計や疾患動向

の把握は、我が国の医学教育・研究基盤を支

えるとともに、医療の質の向上や公衆衛生

政策の立案、医療人材の育成においても重

要な役割を果たす。 

E. 結論 

病理解剖は、個別の医療行為にとどまら

ず、医療制度・教育・研究の発展に資する基

盤的活動である。政策的・制度的支援を通じ

て、その実施が持続可能なものとなるよう、

早急な対応が求められる。 

 

F. 健康危険情報 

 

G. 研究発表 

１． 論文発表 

該当なし 

 

２． 学会発表 

在宅看取り後の病理解剖「想いをうけつ

ぐために」2024年 4月 20日第 127回日

本小児科学会学術集会 

知的財産権の出願・登録状況 

（予定を含む） 

1. 特許取得 

なし 
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2. 実用新案登録 

なし 

 

3. その他 

なし 
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